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要 旨

環境問題 が人類のの りこえるぺき最大の歴史的課題であるとい う認識が一般化 したのにともなっ

て、それにかんす る多 くの言説が交わ され るよ うになった。 これ らのなかで、 とくに環境破壌 の

根本的原因 とその克服の途について有力な議論 となってい るのは、西洋近代の認識様式(自 然観、

人間観)に 根本原因 をみ いだ し、 したが って この転換 にこそその克服の途 を展 望す るとい うもの

である。本稿 は、 こう した議論 に疑問を提 出す る0一 見同 じよ うにみえ る環境 破壊 も、その現 出

にかかわる認識様式 の違 いか ら、 〈先 進 ヨー ロッパ型〉、 〈後発 ヨー ロッパ型 〉、 〈極東型〉、

〈低 開発地域型〉 にタイ プ分けで きること、 したがって、その克服の途 も、西洋近代型の認識様

式 を換 えれば よい とい う単純な見方は妥当せず、それぞれの タイブに適合 した方途 を模索すべ き

ことを主張 し、その序論的考察 を試み る。

1は じめに

環境破壊をめ ぐる警世のさきがけとなった名著、カーソソ(RachelCarson)の 『沈黙の春』

が出版 され、その 「直後からアメ リカ国内で大きな反響を呼」(中 山、1981:11)ん だのは、

1962年 。他方、わが国で公害(水 俣病)の 理不尽と不条理をふか くえぐりだした力作、石牟礼

道子の 『苦海浄土』が出版されたのは、1969年 で、かなりのズレがあった。 しか し逆に、その

関心を急速に薄れさせてゆ くのは、ともに1970年 代の半ばだった(ハ ムフェリー ・バ トル、

1982=199r160-164、 中山、1981:12-13)。 当時の環境への関心は、ローマ ・クラブの 『成長

の限界』が発表された1971年 とス トックホルムで開催された 「人間環境に関す る国連会議」の

1972年 をピークに し、翌年いわゆるオイル ・ショックもあったため、急に冷めていった。この

世論の冷却のせいで、わが国にいたってはその後 「環境政策と行政は10年以上にわたって`空

白の期間nを 経験 した」といわれる(秋 山、1991:8)。 このような関心の希薄化は、なにも

アメリカと日本にかぎられたことではなく、他の先進諸国でも同様であったと思われる。 こう

した状況のもとで、各国の産業はいわば、環境保全よりも経済危機の克服(構 造の変換、工場

の海外移転などによる)を 最優先課題とした。また、多 くの途上国は環境への関心もほとんど

な く工業化による開発を至上命令とした(高 榎、1992:34-38)。

その帰結のひとつ、 しかも重大なものが1980年 代の環境問題のグローバル化である。60-70

年代の環境問題が、公害とわが国ではいわれたように比較的狭い地域での問題だったのにたい
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し、この10年 ではたとえばフロソによるオゾソ層の破壊とか二酸化炭素による地球温暖化に典

型的にみ られ るように、地球規模の環境問題 となったのであ る。そ うしたなかで、昨年

(1992)「 環境と開発に関す る国連会議」が リオデジャネイロで開かれた。

この会議は、 「持続可能な開発」をスローガソに したことからも端的に分かるように、ス トッ

クホルムでの国連会議における開発と環境保護とを背反的に考える立楊 とは、大 きく異な り

(関、1992)、 しかも期待されていた成果を実質的にはほとんど挙げることができず(宮 本、

1992、石、1993)、 くらい絶望感とおもい虚脱感を残 したようにみえる。少な くとも、光明は

きざしてこなかったとは言える。

政治家や官僚たちだけではな く、多くの研究者やNGOの ボラソティアが問題の深刻さを分

かっていながら、なぜ解決の糸ロさえ確実に手にす ることができなかったのであろうか。 この

事実は これ自体、解明を要する社会学的問題だし、環境社会学にとっては、なおさらであろう。

とはいえ、本稿でそれを成す ことは、筆者の能力上 とうてい不可能である。 この小論では、い

ま記 した環境問題の推移を念頭におきながら、そのような環境社会学の課題の一端に触れる限

定 した問題を考えてみたい。それは、環境問題をひとびとが認識するときの方法論的な相違に

かんす る。 こうした相違が解決策の合意をむずか しくしている、ということは既に分かってい

ることだ し、その相違に経済的利害や政治的主張の対立がからまって、合意をヨリー層困難に

していることも既知だが、 しか し、そうした認識論上の相違の根本がどこにあるのか、ムー ド

的には分かっているような観があるものの、諭理的にはまだ突きとめられていないと思われる。

けれども、この種の解明の作業がこれまで試みられなかったわけでは決 してない。多 くの仕事

がある。本稿では、これらの仕事のうち最近、有力となりつつある議論に注目し、それにたい

する疑問点を提示 し、それに代わる対案の構築を試みたい。

II環 境問題の認識論

まず、本稿でいう認識論、環境問題をめ ぐる認識論とは何か、これを規定 してお く必要があ

ろう。われわれ人間の認識は、なにかの対象が認識主体とは独立に客観的な所与としてあって、

それが人間の脳に模写されるときの映像である、という説は今まではほとんど否定されている。

こうした模写説にかわって新 しく認められている認識論一 この立場に本稿もたつ一 では、

認識は対象と認識主体との関係のもとにな りたつ、と考えている。同一とおもわれる対象でも、

認識主体 のあ り方の違いによって、認識内容は異なるのであ り、認識は主体の認識様式のあ り

方一T.ク ーソのい うパラダイムとい う言葉を使 ってもよい一 がおおきく関係 しているの

である。 したがって、真理とい う概念も模写説におけるような客観的真理は しりぞけられ、あ

る範囲の主体たちのあいだで合意された認識のことだという相対的真理観を採る。

以上は一・般的認識論だが、これを環境問題にがかわる認識に応用 してみることができる。そ

もそも、ある環境状態が問題として認知されるかどうかは、主体の認識に依る。ここでいう認

識は利害関心とも言い換えられるが(君 塚、1987)、 それは①主体の欲求、②欲求の優先順位

をつける価値意識、③状況定義から成るといえる。これら三つの要件が結びつけられて一定の

認識になるわけだが、その要件の結合パターンを く認識様式〉とよぶことに したい。

たとえば、環境認識論の必要を正当にも主張する嘉田(1989)は 、なにをもって環境汚染 と

するかは文化がきめるとい う文化人類学者M.ダ グラスたちの研究をひきあいにだ しながら、

琵琶湖の富栄養化を問題視する日本人と、湖を魚の養殖に利用 しているためある程度の富栄養

化は望ましいものでむ しろその栄養を利用 しきれていないのが問題だと考える中国人との認識
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の違いを例示 している。これは生活文化の違いに依るわけだが、この生活文化はわれわれの用

語法では、認識様式にあたる。

環境問題にかかわる認識様式一 欲求、価値意識、状況を結びつけるバターソー は、個々

の環境問題ごとにまたさまざまな主体 ごとに具体的なレベルで同定できるであろうし、また最

も抽象度のたかい同定もできよう。本稿のねらいは後者にあるが、その前に前者を垣間見るこ

とにしよう。

m日 常の知識と選好

琵琶湖をめ ぐる環境問題を長年イソテンシヴに調査 してきた研究 グループによるたいへん興

味深い報告によると、地域の生活者の語 りやふるまいは従来の社会科学が前提 していた人間像

では捉えられないといわれる(鳥 越ほか、1989)。 従来の人間像では、 「なんらかの属性(職

業、出自……)に 規定 された個人が、ある利害や理念にしたがって合理的に判断を下 し語 り行

動する」ことが自明視されている。 しかし、 「口をきわめて反対派を攻撃 し地域開発の夢を代

弁 していた人が、 『米は命』といって農地を守る側に転 じたり、頑固な革新政党支持者が、

『部落はまとまらにゃならん』 といって大勢である保守党支持に くらがえしたりする」ような

生活者の 「豹変」は、そのような人間像を もって しては理解で きないといわれ る(松 田、

198995)o

松 田によると、人間というものはものごとを論理的、合理的に認識 し一貫 したアイデソティ

ティを持続 させる理性的存在ではなく、 自らが生活する地域社会の共同主観的な 「説得 と納得

の言説」をコソティソジェソ ト(状 況依存的)に 操る多元的な顔をもった存在であるようだ。

しかし、 「説得と納得の言説」を 「便宜」的に操 ることのなかには、どんな意味においても論

理的必然性や合理性がないのであろうか。たしかに、翠固な自我を内面に予定す る近代的個人

の理念型では、おのおのが自立 し、論理整合的な推論にもとづき合理的な判断をす るとみなさ

れた。けれども、 この自立性 も実は根抵では共同牲に根ざす ものだし、論理整合性や合理性も

近代西洋に特殊なコスモロジーの構造と矛盾 しないことにす ぎない、というように考えられて

いるのが現在である。かつて思い込まれていた近代的人間像の普遍性は、今では相対化 されて

いるのである。 この相対主義では、近代西洋型の コスモロジーだけではなく、それ以外の型の

ものも存在 しうると認める。そ して、非西洋型の コスモロジー もそれ特有の論理構造をもって

お り、これと対照される推論の論理整合性や判断の合理性が考えられるのである。

したがって、松田によって 「生活者の便宜」とよばれる行動や思考にも、その生活者をつつ

みこんでいるコスモ ロジー(こ れは非西洋型のひとつであろう)の 地平において整合性や合理

性がな りたちうると考えることができる。この整合性や合理性こそ、社会科学者が発見すべき

く法則〉であろう。言い換えれば、どのような条件のもとで、どのような 「説得と納得の言説」

が動員され、それが正当化されるのか、この法則性を解明するのが必要とおもわれる。 しかる

に残念なことに、松 田においては 「生活者の便宜」という便宜的な概念の導入によって、そ う

した法則性の究明が遮断されて しまっているのである。

ところが、彼と同 じ研究 グループの桜井(1989)は 、コスモロジーを 「生活世界」 として、

その論理構造の究明を試みている。 この 「生活世界」は、 「産業主義システム」と対比的に考

えられている。近代化をおしすすめる原理である 「産業主義システム」にたいし、 「生活世界」

はそれとは 「相対的に自律的で独自的な」土着の伝統的生活様式である。彼は、 「産業 システ

ムが土着的なものに完全にとってかわったというのは人びとの生活や文化を無視 した議論であ
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る」(1989:68)と して、 「産業主義システム」 に拮抗 して息づく 「生活世界」の事例をいく

つか挙げる。その事例が新 しいものでも1970年 前後のもので、今現在でも通用するのかという

疑義はここでは問わないとして、そこで浮き彫 りにされた 「生活世界」は、たとえば生産的行

動が同時に祭 り的意味合いや レジャー的要素をもち、経済的資源が同時に政治や宗教や連帯の

シソボルである、つよい凝集力をもった共同性である。 「産業社会システム」が行動や事物の

意味を経済か宗教かレジャーか連帯かその他どれかひとつの機能的意味に分化、単一化、断片

化させるのにたいし、 「生活世界」は行動や事物を多元的、多義的な意味の融合体 として非分

節的にとらえるわけで、ひとびとも孤立化、個体化するのではなく情感的紐帯で統合 されてい

るというわけだ。

しかし、こうした知見は目新 しいものであろうか。た しかに、その 「生活世界」は事実 とし

てそうであろうし、 「産業システム」に抗することもあるのは事実だろう。けれども、そうし

た知見はかっての近代化論をはじめとする多 くの社会研究で明らかにされていたことである。

なるほど、かっての理論では 「生活世界」や 「システム」という用語は使われずに、伝統社会

ないしはゲマイソシャフ ト、近代社会ないしはゲゼルシャフ トなどといわれていたが、その意

味するものは桜井の描 くものと変わらない。

彼は、生活世界 とシステムを対抗させるハパーマスを引用することからも推測されるように、

ハパーマスの理論的アイディアを採 り入れたいのであろう。 これ自体は、とても意義がある。

しか し、ハパーマスが定式化する生活世界とシステムの対抗は、伝統と近代のそれではなく、

「未完の近代」といわれるようにシステムとくらべ生活世界の合理化が遅れている現代社会に

おける構造的歪みのことであり、桜井が示す近代化に抗す る伝統とい う図式ではないのである。

この違いは、はつきり弁えられてしかるべきだろう。 これがないと、ヴァナキュラーなるもの

を志向するイ リッチとババーマスとを同列にならべて論 じるという奇妙なことが起こって しま

う。筆者としては、環境問題の議論の場にハパー7ス のいう意味での生活世界とシステムの対

抗図式を導入 してみるのが、ひとつの有望な試みとなるとみている。 しかし、こ乳は別の機会

に挑戦 したい。

ところで、以上の議論からも分るとおもわれるが、この研究 グループは、 「知」のあり方に

注 目している。環境問題にさらされている生活者の 「知」のあり方の解明を最大の鍵とし、他

方、研究者としての自らの 「知」のあ り方を問うている。後者の問題については、本稿の射程

外なので、ここでは前者のみに触れたい。

生活者の 「知」は、たとえば、 「日常的な知識」(鳥 越)、 「文化的知」(桜 井)、 「生活

知」 「説得と納得の言説」 〈松田)、 「環境認識」 「生活知識」(嘉 田)と い うようにメンバー

によって多少の違いはあれ、もっとも重要な戦略高地 となっている。彼らによると、環箋問題

にかかわる生活者の 「知」は、自然にいっさい手をつけてはいけないと主張する 「自然環箋主

義」ではなく、'また、開発や産業の発展を最優先する 「近代技術主義」でもなく、生活上必要

ならば自然破壊をも否定 しない 「生活環境主義」とよべるような特徴をもっている。 これら三

つの主義は、生活 と自然環境 との関係で何を重視するかという観点から区別されているが、環

箋問題があるところには必ず確認で きるといってよいほど周知の立場だ。

ところで、 「生活環境主義」の判断基準は、 「生活の必要」におかれているが、他の主義で

は、これが考慮されていないのであろうか。少な くとも、なんらかの意味での生活は、考えに

入れられているのではないか。 「自然環境主義」がこれ以上自然に手をつけるなと主張するの

は、これ以上自然をこわ したら人類の生存が危ぶまれるとか、生態系のバラソスの崩れによっ

て、生活財となっていた生物種が減少するとか、風光明媚でなくなって しまうとかの判断によ
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るのではあるまいか。 「近代技術主義」はもっと明確に、 ヨリ便利な生活 をもとめるという形

で、生活が考えられている。それゆえ、三つの主義のあいだの違いは生活 を重視するか、環境

を重視(保 存か加工の対象として)す るかにあるのではなく、どんなタイプの生活を選好す る

か、生活のどの面にヨリ多 くの価値を見出すか、言い換えれば、生活選好ない し生活価値の違

いにあると考えなければならなくなる。では、この違いは、具体的な環境問題の場面でどうあ

らわれ るのであろうか。

琵琶湖では1970年 代後半、富栄養化が深刻にな り、この原因物質であるリソを助剤と してふ

くむ合成洗剤の使用をやめ、石鹸を使 う住民運動がさかんとなり、富栄養化防止の県条例もで

きた。その経緯を調査 したことがある(君 塚 ・黒岡、1982)の で、そのときの知見をもとに、

この環境問題にかかわるひとびとの生活選好の違いを考えてみ よう。

まず大きな違いとして、洗剤をつかう者と石鹸 をつかう者とにわけられる。洗剤派は、 リソ

入 りの洗剤が汚染の原因のひとつだとは知らずに使ってい る者は除 くとして、そのことを知っ

ていても洗剤を使用するわけだが、その論理はどんなものか。当時、洗剤使用を正当化する言

説がい く種かあった。おもなものは、①汚染は自分にある程度のマイナス(た とえば、水道の

悪臭)を もたらすが、洗剤の便利さはそれを上回る、②汚染は他者にもマイナスだが、これ く

らいの迷惑はお互い様だ、③汚染があっても自分に悪影響をもたらさない(た とえば、湖から

だいぶ離れた居住)の で、石鹸より便利な洗剤を使 う、④ 自分だけ石鹸を使 うてもほかの皆が

洗剤派なら、効果がない、⑤汚染は洗剤よりもずっと多 く農業排水に因る、などである。①は

洗剤使用の自己にとっての利 と害を比較考量 して、洗剤を選択 している利害計算型の言説だ。

あるいは比較考量を意識的にすることな しに、なんとなく便利だから洗剤は止められないとい

うなら、社会的 トラップ型といえるかもしれない。 こうした言説からは、下水処理場の整備、

上水場の機能ア ップ、無 リソ洗剤の開発などの要望がでて きやすい。先に紹介 した 「近代技術

主義」に近いといえよう。現実は、そのような要望に応えるかたちで推移 した。②は加害の事

実 は認めるが、たい した害ではない し、人間は生きていればなんらかの害をなすものだ、とい

う加害最小視型ない し居直 り型の言説である。③は自分に害がなければ良いという利己型であ

ろう。④は自分だけ頑張っても無駄だという無力感型ない し社会的ディレソマ型、⑤は責任転

嫁型の言説 とでもいえよう。

これにたい し石鹸派は、どうい う生活選好、どういう石鹸使用の論理をもっていたのだろう

か。(1)琵琶湖は大切な資源(水 道、漁場、観光)と して自分の生活に関係 しているので、守ら ・

ねばならない。② 自分ではな く他者にとっての資源なので、損なってはいけない。③琵琶湖を

まもるということではな く、洗剤 より毒性のひ くい安全な石鹸を使 う。(4)友人や運動団体や行

政がつよく薦めるので、石鹸を使 う。これらが、主であろう。(1)は石鹸使用の不便さをうわまっ

て効用があると判断 し、石鹸を選択 している利害計算型の言説である。 これは、洗剤派の① と

同型であることに注意 しておこう。(2>は自己の好便のために他者の利益を害 してはならないと

い う愛他型。 これら①、②は不便を甘受 してでも、環箋をまもろうとす るわけで、先の 「自然

環境主義」に近い。 しか し他方、 「近代技術主義」の面もある。この(1)と②の場合、石鹸、洗

剤両方の改良を望む。石鹸についてはヨリ便利にとい う求めで、事実、洗浄力アップ、水にと

けやすい液体化などの改良がすすんだ。洗剤については、先に記 した ような無 リソ化である。

このように、対極にあるはずの 「自然環境主義」 と 「近代技術主義」が状況によっては同 じよ

うな言説をつ くる場合があるわけだ。 このことは十分、銘記されて よい。ところで、無 リソ洗

剤が汚染をもたらさないと分かれば、(1)と②の言説は不要となる。(3)は危 ういものは極力避け

ようとする安全志向型。琵琶湖問題とは直接の関係はないが、石鹸使用の有力な言説となった。
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④は環境問題にはほとんど関心がないが、まわ りの社会関係の流れに合わす儀礼的同調型であ

ろう。 したがって、主体的に石鹸を選択 しているのではないので、まわりからの圧力炉なくな

れば、洗剤使用にかわることもある。

以上が琵琶湖と石鹸 ・洗剤をめぐる生活選好のおもなパターソだったと思われるが、まとめ

てみると、1洗 剤派に、①利害計算型、②加害最小視ないし居直 り型、③利己型、④無力感型

ないし社会的ディレソマ型、⑤責任転嫁型、II石 鹸派に、(1)利害計算型、(2)愛他型、(3)安全志

向型、(4)儀礼的同調型、となる。これ らは、筆者のいう具体的 レペルでの認識様式一 欲求、

価値意識、状況規定の結合パターソー のひとつの例にほかならない。この図式の洗剤派をた

とえば開発支持派 と、石鹸派を開亮反対派とやや一般化し、それぞれのパターソをスマー トに

整理できれば、ほかの環境問題にも応用できる図式になるのでは、.と密かに思っている。 しか

し、その一一般化 と応用可能性の検討は、別稿を期 したい。

IV環 境問題の認識様式一 自然観と人間観と社会観一

さて、この節では、環境問題にかかわる最 も抽象的なレベルでの認識様式にアプローチした

い。それは、人間が己と自然 との関係を原理的にどう観ているか、その様式のことである。言

い換えれば、それは人間との関係における自然観であ り、自然との関わりにおける人間観にほ

かならない。こうした自然観や人間観は歴史的にも地理的にも変異がある。本節が的にするの

は、現代の日本におけるそれである。

1日 本における近代化

現代の日本の自然観と人間観がすっか り西洋と同 じになうたということではないが、それに

おおきく影響をうけていることは、だれも否定 しないであろう。では、どのような要素がどの

ように影響されているのか。通説では、明治になるまでは自然と人間とが融和ない し宥和 して

いたのにたいし、明治期にはいってきた西洋の合理主義、個人主義によって、自然は人間が支

配する対象になうた、ということになうている。そ して、西洋的文明がゆきづまった現在、自

然と人間 とを融和させる日本の伝統的心性の復興が歴史的課題となる、 といわれている。はた

して、そうなのか。この検討から、は じめてみよう。

幕末から明治にかけて西洋の学術 ・思想がどっと移入されたことは間違いない。それが、当

時の西洋でも多様にあった思想潮流の うちの啓蒙主義のそれであったことも確かであろう。け

れども、紹介された啓蒙主義の学問や思想が、とりわけその根底にある自然観、人間観、社会

観が日本の文化として、それ以前のものに取って代わったわけではないことは、たとえば佐久

間象山の有名な言葉 「東洋道徳と西洋技術」や広 く人口に膳畏 した 「和魂洋才」からも、 うか

がい知ることができる。福沢諭吉が当時ベス トセラーとなった 『学問のすすめ』や 『文明論之

概略』などで熱心に、 「文明には外に見はるる事物と内に存する精神と二様の区別あ り。外の

文明はこれを取るに易 く、内の文明はこれを求むるに難 し。国の文明を謀 るには、其の難を先

に して易を後に し、難 きものを得るの度に従てよく其の深浅を測 り、乃ちこれに易きものを施

して、正 しく其の深浅の度に適せ しめざる可からず。若 し或いはこの順序を誤 り、未だ其難き

ものを得ず して先づ易きものを施さんとするときは、菅に其用を為 さざるのみならず却て害を'

為すこと多 し。」(1875=1962:27-28)と 説いたにもかかわらず、多 くの論者は 「唯、文明の外

形のみを論 じて、文明の精神をぱ捨てて問わざるものの如 し」(同:30)だ つたのである。言

い換えれば、西洋文化の表面的な風俗や建物や鉄道や軍艦などのモノをとりいれこそすれ、そ
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の基盤にあるが形としては目にみえない西洋流の思惟様式を定着させることはなかったといえ

る(丸 山、1947)。 少なくとも、明治の政府は、 「富国強兵、殖産興業」をスローガソに西洋

文化の表面的模倣と出来上がった技術の直輸入に急だった。

ところが、そケした表面的模倣でも日常的に経験するようになると、徐々に西洋の精神に気

づくものがでて きたり、階級構造の変化によってひきおこされた社会的混乱を憂 うものがでて

きた.りする。こうした危機をかわすため政府が請 じたのカ:、一方で国会開設、他方で教育勅語

の発布という相反する懐柔策だったことは周知のことである。そ して、この教育勅語に象徴さ

れるイデオロギー、つまり国体思想が大正、昭和と鼓吹され、十五(十 四)年 戦争を導 くこと

になった。昭和12年(1937)文 部省から発行された 『国体の本義』には自然観について、こう

ある。 「我が国は海に囲まれ、山秀で水清 く、春夏秋冬の季節の変化もあって、他国には見 ら

れない美 しい自然をなしている。この美 しい自然は、神々と共に天ツ神の生み給 うたところの

ものであって、親 しむべきものでこそあれ、恐れるべきものではない。そこに自然を愛する国

民性が生まれ、人と自然との和が成立つ。」また、 『臣民の道』にも、 「山川草木はすぺて神の

生み給 うところであり、国民と祖を同 じくするものとして、古来、自然を単なる自然とは認め

ていない。我等の生活資料はすべて神より頂 くものとして神に感謝 し、従ってまた自然に対 し

ても生産者 に対 しても感謝するのである。」「然るに西洋近代思想の影響を蒙 り、自然はこれを

征服し利用すべきものであって、これに感謝するがごときは無意味であり、不合理であると観

ずる傾向が生 じ、更に産業組織が変化 し大量生産が行われるに到って、物を尊重愛護する念は
一層稀薄となった」 とある。わが国では本来、自然 と国民とは祖先を同じくするものであるが

ゆえに、・親和、調和 し、一体化すると考えられ、尊い関係ができていたが、これは、冷た く疎

遠な関係の西洋 とはまった く異なる、と教えたわけだ。

しかし、敗戦 とな り、こうした国体イデオロギーはGHQに 接収され、公式の場面に現れる

ことはなくなった。この敗戦は、丸山真男のいう 「第三の開国」のチャソスであうた(1959)が 、

はたして現在にたいるまでに 「開国」は成就 したのであろうか。このような問いは愚問にすぎ

ないかにみえる。事実、多くの日本人が渡航 し、かなりの外国人が来日する。 日本の工業製品

は世界のすみずみに行 きわたり、パ リやニューヨークのファッショソが東京です ぐ流行 る。

「けれども、サミッ トの開催国であることを誇 る今日の日本も、他面では依然 として 『国際人

の養成』 といった意味不明の言葉が通用す るほど、精神的鎖国か ら抜 け出 してお りません」

(丸山、1986:下331)と いわれることもある。 これは、妄言か。筆者の判定を端的に言えぱ、

われわれはまだ精神の近代化を遂げていない。たしかに、ハイテクを駆使 した製品は世界 から

羨望と嫉妬と怨恨をかうほど、優れている。それゆえ、産業の工業化という意味での近代化、

あるいは福沢流に言い換えれば、文明の外形における近代化は成った、とは言える。 しかしな

がら、文明の内なる質、内面的な精神における近代化は、なるほど戦後の制度改革をとおして

ある程度の進展があったとはいえ、遠 くに汚職政治やKEIRETSUを 、近 くに恩情 と専制の絡

まった教師一学生関係をみ るにつけ、やは り未だ成 らず、 「未完」だと言わざるをえない1)。

そうであれば、明治のあの 「和魂洋才」が現在においても持続 していることになる。

それでは、 「洋才」と 「和魂」とは原理的に矛盾なく整合するのだろうか。言い換えれば、

産業の近代化と精神の前(非)近 代性とは論理的矛盾な しに接合することがで きるのか、つま

り、産業の近代化と精神の近代化はたがいに無関係に独立 しているのであろうか、とい う澗題

にぶつかる。産業の近代化において人間が自然にたいして技術的にかかわるときのコスモロジー

(自然観)の 論理構造と、精神の近代化において人間が人間にたい してひろい意味で政治的に

かかわるときのコスモロジー(社 会観)の 論理構造とは、同型でなければならないのではない
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か。 もし、そ うでなかったら人間の観念の秩序性も社会の制度の秩序性 もともに成立 しないの

ではないか。 自然にたいする論理と人間にたいする論理とは、 うまく使い分ければそれでよい、

という問題なのだろうか。

2西 洋近代の自然観、人間観、社会観

こうした問題を考えるために、産業の近代化と精神の近代化とが相即 していたと思われる理

念型としての西洋をまず見てみよう。M.ウ ェーバーの 『ブnテ スタソティズムの倫理と資本

主義の精神』によると、宗教改革で新生 したプロテスタソ トたちの宗教生活(救 済の証を求め

ての世俗内禁欲、勤勉なるベルー7履 行)、 で こからの意図せざる結果 として資本主義が発達

した。 このプロテスタソティズムの教義では、主一法王一司教一司祭一信徒 というような階級

的階層的関係一 つまり人間たちのあいだに上下貴賎のヒエラルヒーがあると認める人間観一
一をもつカソリックとは異なって、主 と各人との直接的相対という関係一 したがって、人間

は主のもとではだれも対等だが相互に孤立する個体であるという人間観一 が基本としてある。

つまり、プロテスタソトは神のもとでの平等な個人として、神との内面的契約である良心にの

み従い他者の千渉を斥けるという意味での自由をまっとうしようとする人間類型だったわけだ。

こうしたタイブの人間たちの関係のあ り方は、それぞれの内面の事情はどうであれ、外面的に

はバラバラな無秩序になりやすい。すなわち、T.ホ ップスのあの 「自然状態」である。この

状態では人間は、自己の存在のみを主張する功利主義的個人として現前す る。こうした個人が、

「リヴァイアサン」たる国家にまもられ神との契約を遂行する、その結果として、意図もしな

かった経済の発展をもたらす ことになったのである。

では、その経済の発展が、工業化というかたちをとったのは何故か。これも二つの点でキリ

ス ト教ないしユダヤ教と関係があると思われる。第一は、 『創世記』において、人間に自然の

支配を命じる思想があるという点である。すなわち、神はひとにこう言った。 「生めよ、ふえ

よ、地に満ちよ、地を従わせよ。また、海の魚と、空の鳥と、地に動 くすべての生き物とを治

めよ。」自然は人間によって支配されるぺきもの、 とい う人間のための自然観である。それは

「生めよ、ふえよ、地に満ちよ」とい う人類の繁栄のためである。 このため、ひとが 自然を加

工 し、統御 し、支配するのは当為となったのである(村 上、1980:13-14)。 聖書には とりわけ

旧約のほ うには、数々の奇蹟が記 されている。 しかも、それが素晴らしいものとして一 もち

ろんユダヤの民やキリス ト者にとってだが一 描かれている。この奇蹟言説は、私見によると、

人間による自然支配に関説 しているのだと思われる。たとえば、 『出エジプ ト記』のモーゼの

海割 りの奇蹟は、たまたま干潮でラッキーだったとは書かれていない。モーゼの超能力による

作為として驚嘆されている。ほかの奇蹟 も然 りである。こうみると、使命としての自然統御 と

いう観念がユダヤ ・キリス ト教にあったといえよう。た しかに、キリス ト教のなかには、神が

創造 した自然に手を加えることは神への冒漬だ、 という教義をもつ派 もあったであろうが、自

然統御による人間の繁栄という志向が強かったことは否定できない2)。

経済の成長が工業化というかたちをとった要因としてキリス ト教と関係す る第二の点は、人

間が自然界のなかで神にもっとも近い最上位に位置づけられていることである。たとえば、T.

アクィナスは、鉱物一植物一動物一人間一天使一神 というヒエラル ヒー的構造を考え、低次の

ものは高次のものに服従 し役 にたつよう神の摂理によって決められている、とする(藤 原、

1985:159-163)。 人間は自然界セただひとり理性をあたえられている特別な存在だというわけ

だ。これは、人間を言葉をもつロゴス的存在 として最高善を実現できる特別なものと考えるア

リス トテレスとも通 じる。こうした人間に特別な位置づけをす る 「人間特例主義」は、二つの
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ことを意味すると思われる。一つは、動物以下の自然を支配すること。 これは先に見たことと

同義である。二つは、理性によって神の意志を理解できるかも知れないということ。 この理性

の挑戦として、自然を創造 した神の意志はいったいどんなものか、 これを明らかにす るために

自然を探求するというのが、近代科学を準備 したダ ・ヴィソチやガリレイたちの 「神の理性の
一部を托 された人間として、当然なすべき義務なのであった」(村 上、1980:210)。 こうして

自然の探求がうながされるのである。その探求の成果 としての科学的真理のためにガ リレオは

じめ処刑 されるものが多かったのは悲劇以外のなにものでもないが。

このように一方で 自然の統御 ・支配が命 じられ、他方でその自然の秘密が暴かれ ると、自然

支配がヨリ正確に、 ヨリ効率よく、 ヨリ広範に展開されるようになる。 これは必然だ。 この経

験のなかで、技術的知識が革新され、さらには科学的理論が革命されてくる。 これ らがさらな

る自然支配を拡大することは、言 うをまたない。経済の発達が工業化というかたちをとる所以

である。

こうして、西洋ではとくにプロテスタソティズムの中から対等で 自由な個人が生まれ、彼 ら

が職業という名の宗教的使命をなしとげようとする過程で、自然の探求と自然の支配が徐々に

たいへん長い時間をかけて相互に促進 しあいながら発展 し、結果 として産業を工業化 させると

ばロに到らしめたのである。いわば、自由で対等な個人の誕生 とい う精神の近代化がまずあっ

て、これに付随する現象として、産業の近代化が伴ったといえよう0福 沢流に言い換えれば、

「内に存する精神」の近代化が先にすすみ、 これに随伴 して 「外の文明」の近代化が進展 した

のである。まさに、 .「その難 を先に して易を後にし、難 きものを得るの度に従てよくその深浅

を測 り、乃ちこれに易きものを施 して、正 しく其の深浅の度に適せ しめ」ることが、意図的で

はなかったに しろ、出来たわけだ。

それでは、この西洋でなされた精神の近代化と産業の近代化 とのあいだには、原理的にみて、

必然的な結びつきがあったのか。それとも、たんなる偶然の結びつきにすぎなかったのであろ

うか。つまり、精神の近代化における人間と人間との関係をとらえる基本的な認識様式(社 会

観)、 産業の近代化における人間と自然 との関係をとらえる基本的な認識様式(自 然観)、 こ

れらのあいだにはこれらを親和 させる論理的同型性があったのかどうか、とい うことである。

まず、西洋近代のひとびとは、関係の対象としての社会ないし他者 と自然をどう観ていたの

だろうか。 さきに触れたように、理念型的には神のまえで対等で自由な個々人はたがいに内面

的に孤独なものとして立ち現れる。他者の内面はただ神とのみ対話 し、私の関与するところの

ものではない。私の内面にしても、然りである。いわば、内面的な相互疎遠化である。 しかし、

こうしたひとびとが社会的に出会 うとき、相互疎遠であるがゆえに、程度の差はあれ葛藤をお

こすのが通常だ。ホッブスのいう 「自然状態」としての 「万人の万人にたいする戦争」である。

ここでは他者は、外面はともあれ内面については私の与か り知らない客体 として現れる。すな

わち、私とは切断された、思いどおりにはならない疎遠な客体的対象として他者はある。他方、

自然にかんしては、 さきに記 したように、動物以下の自然は知性 。意志がないゆえにひとに支

配 されるべき客体である。つまり、人間(他 者)も 自然 も、私とコミュニカティヴには断絶 し

た客体的対象である。

こうした客体的対象である人間 ・社会 と自然は、では、どのように構成されていると見なさ

れ るのか。 自然が鉱物一植物一動物 という階統性をなす とい う見方が中世のキ リス ト教にあっ

たことは先に見た。 しか し、人間 とは決定的に切断された動物以下の自然では、その内部の階

統性が意味をもつことはほとんどなくなる。けだ し、中世 キリス ト教に大きな影響をあたえて

いたアリス トテレスにまで遡って、その階統的 自然観が批判され始める。あのホッブスを先頭
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にしてである(藤 原、1991:60-74)。 たとえば運動について階統的自然観では、自然物が神の

摂理によっておのおのその位置に応 じた 「目的」をあたえられてお り、この目的を実現すぺく

運動する。運動の原因が目的として自然物自体に内在する、とい うように自然物を生命体 とみ

なすような考え方をする。ホジブスはこれをまっこうから否定 して、運動の原因は他の物体の

作用にあるとする。つまり、作用一反作用の機械的動態として自然を見 る。 こうして、生命体

的階統的構成としての自然観から物的機械的に構成 された自然という見方にかわったのである。

この機械論的自然観にたい し、社会観はどうか。内面的にはたがいに疎遠な存在として、相

手の内奥にやどる 「目的」は関心の外におかれる。この関係では、ひとびとはただ外面に現れ

た仮面、すなわち役柄の担い手とLて のみ交わることになる。たとえば、商品の売 り手と買い

手、役人と市民、相手がどんな 「目的」や使命感やイデオロギーをもっていようとも、まった

く関係ない。買い手はお金さえもっていれば他のことがらはインディファレソ トだ。この意味

で、ひとは 「脱人称化」ないし 「脱主観化」される。これはあたかも、自然が 「目的」ない し

「擬人性」を剥奪されるのを反照するかのようだ(藤 原、1991:89-99、 村上、1980=11-13)。

ここに社会が役割の連結体として機械論的に構成されると見なされることは、いわば必然であ

ろう。すなわち、自然も社会もともに機械のようにイメージされるのである。そ して、その構

成要素が自然においては 「原子」で、社会においては役割を担 う 「個人」であることは、多言

を要すまい。

では、こうした客体的対象にひとはどうかかわるのか。 自然にたい しては、支配だが、他者

にたいしてはどうか。ホッブスの答えは、国家による統治である。ひとびとの契約によってつ

くられた国家機関を媒介として、他者を統御 し、同時に私 も統御 される。国家は、法と言い換

えてもよい。国家権力の使用者 も法に従 うことはいうまで もない。 自然が自然の法則によって

統御 ・支配 されるのとちょうど同 じように、人間は社会の法律によって統御 ・支配されるので

ある。

以上の自然観と社会観との比較をまとめれば、ひとは① 自然においても社会でも対象を内的

に断絶 した客体 とみな し、② 「目的」を剥奪 して 「脱主観化」する。そ して③ 自然 も社会も

「原子」的構成要素か らなる機械であ り、④ そこではlawに よる統御 ・支配がなされる。この

ように西洋の自然観と社会観とのあいだには、論理構造上の同型性があるわけだ。 これを、こ

こでは く機械論〉と呼んでおこう。この く機械論〉によって西洋のひとびとは、理念型的に言っ

て、自然にたいしても社会にたい しても食い違いのない一貫 した原理をしめすことがで きたの

だと思われる。 このような意味で、西洋おける産業の近代化と精神の近代化とのあいだには、

必然的な結びつきがあったといえよう。

3日 本の自然観、社会観

さて、それでは日本の場合はどうなのか。 「和魂」 と 「洋才」を結びつける論理はどんなも

のなのか。その前に、 「和魂」とはなんなのか。そもそも、 「洋才」が来る前にいわれていた

「和魂漢才」の 「和魂」とは、いわゆる 「唐心」にたいする 「やまとこころ」であろうが、

「和魂洋才」の 「和魂」とは 日本流に改釈された 「唐心」=儒 教と神道的精神との融合ないし

は並存 したものなのだろう。 この、本来は水と油のように異質な思想が融合あるいは並存する

こと自体、魔詞不思議で問題なのだが、これは脇にお くとして、この人間観と社会観は、身分

制的上下貴賎のヒエラルヒー的構造をもっている。これは、少 しパラフレイズすれば、(1)ひと

びとは同質の心情をもつ融合体であ り、(2)分相応の人格的存在であ り、(3)社会は身分制的階統

有機体 としてあ り、(4)そこでは頂点における天皇、底辺における家長のarbitrary(恣 意3専
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制 と恩情)に よる統御 ・支配がなされる、と整理できよう。西洋近代の く機械論〉と対比 して、

これを く身分有機体論〉 と呼んでおこう。こうした 〈身分有機体論〉的人間 。社会観が、教育

勅語によって公に明示 され、戦前 。戦中にかけ強化された。

こ⑳時期、 「洋才」も採 られたわけだが、この身分有機体論的 「和魂」とはどのように折 り

合いを付けられたのか。 「洋才」の論理構造は 「機械論」という特質をもつ。 「和魂」は身分

有機体論である。両者を架橋する論理は奈辺にあったのか。た しかに 「洋才」は自然にかかわ

るもの、 「和魂」は社会にかかわるもの、という対象の違 いがある。 これに応 じて原理を使い

分けるほうが、合理的だ、という考え方があったのかもしれない。まさに、世の中は一筋縄で

はゆかないのだから、世界を一元的な原理でとらえるのではなく、二元の原理を使い分けるべ

きなのだ、 というわけだ。 しかし、原理的論理というものは、それほど容易に使い分け可能な.

類のものなのであろうか。筆者は疑問に思っている。二つの原理を採るにして も、 〈機械論〉

で考えるべきところに く身分有機体論〉的観念が混入 した り、また逆のケースの混乱があった

りして、結局は失敗に終わるのではないのか。たとえば、真珠湾を攻撃する前、資源の調達量

を計算しながら、明確な結論 をだせなかったり、有効に使われなかったのは、そ ういうことに

起因するのではないかと思われる。 しかし、問題はその程度のことではな く、そもそも 「洋才」

の原理的論理構造がどんなものか、突 き詰めて考えられなかったのではないか、と筆者は疑い

たい。 「洋才」が採 られたのは、そのコスモロジーの論理構造を明確に認識 し、意識的に受容

し、自覚的に使い分けるということではまったくな く、単にそれが便利だと思われたからにす

ぎないのではなかったのか、 と仮説 したいのである。西洋の技術は、これがただ便利だから、

使 ったまでのことで、それを裏づけている自然認識たる科学、さらには科学を支えているコス

モロジーの優秀性を認めた上でのことではなかったのではないか、ということである。

こうした 「洋才」の移入は蛾後 も続いた。 しかも、 「和魂」が公的には否定されるという状

況においてである。そ うであれば、そのコスモロジーの原理的な次元での自覚的な受容が進ん

でもよいはずである。現実はどうか。生活スタイルはすっか り洋風になった し、学校では理科

や数学が教えられている。 「機械論」的 自然観が定着 してきているかに見える。 しかし、ここ

数十年の環箋の危機に直面 して、その馬脚を現 している、と筆者には見えるo・と言 うのも、公害・

環境問題の原因は西洋の近代が生んだ科学技術にある、そ して、それをの りこえるためには、

わが国の伝統的な自然観に立たねばならない、という言説が語られているか らである。

たとえば、梅原猛 と伊藤俊太郎は 「新 しい文明のパラダイムをもとめて」という対談のなか

で、そう主張 している(1991:2-8)。 「今 日の地球環境破壊は、農耕牧畜文明が始まって

からの、人間の運命といえる結果で」(梅 原)、 とくに近代以降、ひどくなった。 これは、デ

カル トやベーコソたちによる科学革命による。 「デカル トの 『機械論的世界像 』は、 この世

界から生命を奪いました。 この世界を生命 も意識 もかいた機械に帰 してしまった。………(中

略)… ……そのために世界の機械論化が、 自然の利用 という名における収奪 を生み、自然の死

を生みだして、自然の終焉ということが現代のわれわれの目の前にはっきりと現れてきた。」

(伊藤)人 間の都合のいいように自然を支配するのは、人間を特別視する人間中心主義による。

こうした人間中心の機械論的世界像の西洋文明の中でも最近、これを否定する思想、たとえば

ディープ ・エコロジーなどが出て きた。 しか し、 「日本の文明というのは、縄文文明以来の歴

史をもっていて、それは自然の中で自然と一体になってや っていく、 という文明なわけです。

原理としては、 日本は環箋破壊の危機に対処する術をもっている文明といえます。」(梅 原)

「人間が生物と直接に生きあっていた時代、それが狩猟採集のときだったと思います。 日本で

いえぱ、縄文時代です。この縄文時代が、 日本においては非常に長い。そして、そういう伝統
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をもっとも深 く背負いこんでいる日本は、少 しくらいのことでは消えない深層の中に、その記

憶をもっているのだろうと思いますね。」(伊 藤)つ まり、現代の日本でも、その文化の深層

には縄文以来の記憶が伝統として存在 しているというわけだ。また、彼 らと同僚の安田喜憲に

よると、日本は 「技術の方は、あっという間に最先端にいったんだけれど、 日本人の心の中の

どこかには、まだアニミズムが残っている。それをひきず りながら、 日本人は生 きている。」

(1991:16)文 化の深層にあるものを縄文の記憶あるいはアミニズムと呼ぺるかは別として、

少な くとも西洋の 「機械論」ではない自然観があるとい う現状認識は筆者 も共有 している。

けれども、彼 らは、何故そうなのか、なぜ 「ある一方では先端技術を手にしながら、なおか

つ伝統的な近代 ヨーロッパ文明に毒 されないような面をもっている」(安 田、1991)の か、こ

の不思議 きわまりない問題をつきつめて考えようとはしない。たしかに、事実はそうなのだけ

れども、事実だからといって飲み込んでしまえばいい、ということではなく、そういう事実が

何故、どのようにして成 るのか考える必要がある、と筆者には思える。 こうした問題を素通 り

して しまうからこそ、 「まず第一に、環箋破壊をなくしていくような公害駆除の科学技術を発

達させることです。…(中 略)… 日本は先端技術を駆使 して、新 しい環境保全のための技術発

展の先頭に立つべきだと考えます」(伊 東、1991:3)と いいながら、同時に、 「自然 と一体に

なってやっていく」縄文の記憶アニミズムを思い起こし、 これに則れ、とまったく矛盾 ・分裂

する主張をためらいもなくす ることになるのである。技術者はアニミズムでは技術革新できな

い。たがいに背反する原理を同時に立てることはできない。けれどもしかし、できないはずの

ことを、われわれ 日本人はしてきた。どのようにしてか。一方の原理の皮相(技 術)を 形式的、

便宜的に文化の表層においてのみ受け入れ、深層においては他方の原理(ア ニミズム)を かた

くなに維持するとい う方便によってである。卑俗な言い方をすれば、面従腹背という方便であ

る。丸山真男の言い方では、文化の重層化である。古層のうえにつぎつぎと 「才」を重ねて、

古層をすっか り精算することな く温存 しあたかも 「通奏低音」のように作用 させるという方法

である(1984:87-152)。 本来、ダブル ・バイソドの分裂症におちいるはずのものが、このよ

うな仕方で危機を回避 してきたのである。こうした状態を今後 も貫け、と彼らは自覚 して主張

しているのであろうか。これまでと同 じ精神構造で、はたして 「新しい文明のパラダイム」な

ど創造できるのであろうか。

彼らの議論には、こうしたアニミズムを文化の深層にもっている日本こそ、世界に例をみな

いユニークな国であり、それゆえに 「新 しい文明のパラダイム」創造の能力と責務をもつ、と

いう日本の特殊性 と優秀性と使命感を強調 したがる響 きがある。経済史家のテッサ ・モー リス・

鈴木が正当にも指摘するように、アニミズム文化をもっている国 ・地域は日本以外にも多 くあ

るのに、日本だけがどうしてその能力をもつといえるのか。そこには、ナショナリズムがみえ

か くれしている(1992:53「57)。 彼らが称揚するのは、自然観にかかわる文化的伝統だけであ

ろうか。社会 ・人間観にかかわるそれ、つまり戦後に否定されたあの 「和魂」はどうなのか。

もし、伝統的自然観だけを復活、顕在化させよ、というのなら、戦前とは逆の、いわば 「洋魂

和才」 となる。 これを彼らが薦めているとはとうてい思えない。 「和魂」をも伴に再生させよ

うということだろう。(い や、そもそもそれは死んでいないと彼らは思っているのかもしれな

い)。 そ うだとすれば、戦前 ・戦中に日本文化の歴史的使命を唱x国 体思想の支柱となったあ

の 「近代の超克」派のグループや京都学派とほとんど同 じところに彼 らは立っていることにな

る。彼らは、こうしたグループや学派とどこが違っていると自己認識 しているのだろうか。筆

者には皆 目わからない。
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V環 境破壊の四類型とその克服の途

では、これまでの環境問題の分析とこれからの対処のために、いったいどのような観点に立

つのが妥当か、筆者の考えを積極的に示す必要がある。 しかしなが ら、筆者の不勉強のため、

それを詳諭する備えがない。ここでは、おおまかなスケッチにとどめたい。

まず、これまでの環境破壊とくに公害 については、その発生の認識様式上の違いから、二つ

のタイプを区別すべきだと提案 したい。先進 ヨーロッパ型とそれ以外の後発地域型の環境破壊

である。前者にはアソグロ ・サクソソと大陸北西部のものがあり、後者はそれ以外のすぺて、

中央、東、南のヨーロッパ、日本などの環境破壊をふ くむ。

先進ヨーロッパと今では呼べる地域で、おもにプロテスタソ トたちの宗教行動によって経済

が意図されることな く発運させられ工業化したことは、さきに記 した。この工業が進展すると

ともに、富が増大 し、これに与かるひとびともふえる。富の享受は しかし、ひとに多様な安楽

をあたえる。 ひとびとのなかに、その安楽の追究のみを、 したがって、富の獲得のみを目的と

するひとが出て来ても不思議ではない。宗教的意味を棄て、富を、 しかも 「隣人」ではなく自

己のためだけの富を追い求めることになるわけだ。このような宗教的意味の放棄と物財の目的

化という価値の転回を、村上に倣って、 「聖俗革命」と呼んでおこう(1976)。 「聖なるもの」

と 「俗なるもの」 との価値の逆転がなされたという意味である。 「聖俗革命」を介 し、宗教行

為の手立てにすぎなかった経済 ・工業がいまや 自己 目的化するにいたり、大規模に発展するが、

そこにはもはや魂の救済者たる神 も愛すぺき 「隣人」もいない。いるのは、ただの 「精神なき

専門人、心情なき享楽人」(ウ ェーバー、1924=1962:下246)で ある。科学技術が自己増殖

し、俗物文化が禰漫す るわけだ。

こうして脱宗教化 ・俗化 し、自己目的化 した工業は、科学技術と俗物文化そ して資本主義と

いうシステムの構造特性(競 争)に も助長 されて(こ の面での分析は既に多くある)、 「隣人」

へのまなざし(倫 理)を 欠落 させ、詩的な感性をも喪失 し、結果として負⑳経済つまり汚染や

破壊を無視す るにいたった。環箋を考慮 したとしても、それは、配慮が営利上有利となる場合

のみのことだったと言 ってもよかろう。ほとんどの場合、 コス トを理由に環箋保全をせず、破

壊を破壊 とも認めたがらなかった。そこには倫理や美的感受性の欠如がおおきな影響を与えて

いたのである。

このようなタイプを 〈先進 ヨーロッパ型の環境破壊〉 と呼びたいが、これは、つまり、 「機

械論」と聖書に淵源をもつ 「人間特例主義」、そしてプロテスタソ トたちの宗教行為の意図せ

ざる効果である脱宗教化=「 聖俗革命」をおおきな要因としているのである。

これにたいし、後発地域型の環境破壊行為の背後には、別の認識様式ない し認識論的構えが

ある。 ここには、幾つかのサプタイプがある。(a)同じキ リス ト教でもプロテスタソティズムと

は現世内の生活態度をおおきく異にするカソリックやギ リシャ正教、ロシア正教の諸地域では、

「機械論」や 「人間特例主義」的な構えが鮮明ではなかったし、資本主義をもたらす世俗的禁

欲 よりもむしろ院内禁欲にす ぎない世俗内欲求指向であった。たしかに充たせる欲求はささや

かなもので、時にはそれさえも充たせなかったことがあるにしても、欲求を即 自的 ・即時的に

充たそうとする傾向が歴史的にあったことは否めない。また、職業生活の宗教的意味づけも、

ヒエルラヒーの下位に位置する一般信徒にあっては、かな り希薄なものであ り、プロテスタソ

ト的な勤勉はあまり見 られなかった。このため工業化は進まなかったが、この遅れを取 り戻 し

先進 ヨーロッパ並みの現世内の安楽を得るための、今世紀半ばからの急速な工業化があった。

これが環境破壊の主要因のひとつとなったと言えよう。たしかに、教義上の違いによる世俗的
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物欲の取 り扱いの差異はい くぱ くかあ り、また、いわゆる東西の異なる政治体制の歴史的状況

の特殊性によって急速な工業化の必要度の違 いがあ り、環境破壊の軽重の差はあった4)。けれ

ども、自然にたいする意味論的な構えに関 しては根本的な差異は見当たらない。すなわち、こ

の地域では同じような自然にかんする意味論的態度 アニミズム的自然観に彩色された 「機

械諭」、社会的 ヒエラルヒーの上位者のみに認められ る差別的 「人間特例主義」、宗教的意味

のうすい世俗的安楽指向の職業行動一 にもとつく工業化によって、環境破壊がもたらされた

のである。 このようなタイプのものを く後発 ヨーロッパ型の環境破壊〉と呼んでおこう。

(b)また、日本などでは、底流にあるアニミズムや神道ではもちろんのこと朱子学の 「理」と

「気」の自然観でも 「機械論」的探求や加工を導 きえなかった し、聖人 ・君子は別として普通

のひと誰 もが理性性を有するという意味での 「人間特例主義」はなかった。さらに、禁欲や勤

勉の美徳はひとの内面から生 じるものではな く、む しろ支配の好便 として外から与えられた

「たてまえ」であり、 「ほんね」は放蕩志向だったと言えよう5)。そもそも、職業行為への宗

教的な内発的意味づけも動機づけもなぐ、 したがって、いわゆる 「停滞」をもたらしたがΦ、

この遅れを取り戻 して先進 ヨーロッパ並みの現世内満足を得るための、今世紀半ぱか らの急速

な工業化が、あの種の価値の転回もありえないがゆえに抵抗するものは何もな く、 日本ではま

さにミラクルといわれるほど驚異的に進展 した。 これが、環境破壊の主要因のひとつとなった

と言えよう。日本ではとくに、前節でみたような 「和魂」と 「洋才」との無媒介的 ・没反省的

並存がヨ リー層の急激な工業化とヨリひどい環境破壊をもたらしたのであるn。 このタイプを

く極東型の環境破壊〉と呼ぼう。

〔c)以上の後発ヨーロッパ型 と極東型の他に、いわゆる南側地域における環境破壊がある。こ

れを く低開発地型の環境破壊〉と呼びたいが87、これには上に述べた地域による公害輸出や自

然破壊的略奪は含まれない。なぜなら、破壊が～北側地域の偲偲的支配者の介在はあれ、現地

住民によるものではないから。それゆえ、南の環境破壊は現象的には現地住民によるとみえる

自然破壊、たとえば過剰な焼畑、薪炭用伐採などである。 これは現地住民がとくに経済の世界

システムに組み込まれたことによる生活窮乏化を直接の原因とするもので、現地住民に責任の

大半があるとい うわけではない。けれども、経済や政治のみならず文化、学術の地域 ・国境を

こえた交通は、いわば歴史的必然で、 これにたいする思慮深い対質が現地住民に求め られるは

ずである。外からの文明の波と内なる伝統的心性との激 しい角遂をみずか ら自覚 して闘わねぱ

ならないはずである。これを闘いきる能力がいまや問われているし、これによって南の環境問

題の行方 も左右されることになるのである。

これまでの環境破壊を、自然やこれにたいする関係行為にかんする認識論的、意味論的な観

点からタイブ分けをすると、以上のようになると思われるが、最後に、 これからの対処にかか

わる認識論的な構えを一瞥 しておきたい。ここでは、すでに開発された地域の、つまり く先進

ヨーロッパ型〉、 〈後発ヨーロヅパ型〉、 〈極東型〉の環境破壊を念頭におき、 〈低開発地型〉

のものは一瞥からはずすことにする。

まず見ておきたいことは、これら三タイブは自然にたいする異なった認識様式を背後に持つ

のだから、異なった対処が必要だ、ということである。環境破壊という現象上の同一性がたし

かにあるけれども、 この表層の類似にとらわれて、深層にある差異を無視 した議論はあまり有

効なものとはならないと思われる。・三タイプそれぞれの特殊性を弁えた考察が必要なのである。

先進 ヨーロッパでは、 「機械論」的自然観、 「人間特例主義」、脱宗教化が認識様式上のお

おきな要因として働いたことはす ぐ上で見たお りである。それゆえ、環境破壊の克服の手立て

として、これらの要因のすべてか一部の変換が考えられる。たとえぱ、 「機械論」にたいして
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ほ、 「有機体論」的自然観の見直 しが提言されている。藤原によれば、すでにその魁がヘーゲ

ルに見 られる(1991:120-146)。 ヘーゲルの自然観は、自然全体が生命の実現とい う目的をも

つひとつの有機体であり、またその部分 も有機体で、各部分の相互連関のもとに実現 されるそ

れぞれの目的と、全体の目的 とが相互浸透的な関係としてある、というものである。 このよう

にs部 分がたんなる無 目的的な物体 とされ量的な関係の総体として自然をとらえる 「機械論」

とは異なり、部分が個有の目的をもち、相互保全的に全体化 しているという 「有機体論」なら

ば、これが人間のみを特別視する人間中心主義ではなく、 自然のなかにあって他の諸々と相互

維持的に共棲すぺき 「自然内存在」 として人間をとらえる人間観に親和するのはす ぐ見て取れ

る9)。こうした 「有機体論」と 「自然内存在論」を現代的状況のもとで環境倫理学として敷術

しようとする藤原によると、人間と自然 との共生が今 こそもとめられているが、 「このことは

自然をもはやたんに人間に対置された環境(environment)と してとらえるので1紘 く、ふた

たび人間をそのなかに包む自然を規範の基準として、そこにおける人間の位置から意味と価値

とを引き出し、善の内容を考えてい くような根本的な思考の転換を要請 している」(1983:26)。

本稿での筆者の角語法に引 きつけて言い換えれば、それは、脱宗教的無意味化をめ りこえて、

新 しい生の意味づけを(神 との関係ではな く)自 然との関係のなかに見出 してゆかねばならな

い、ということであろう。

しかし、生の新たな意味賦与を、自然 との関係のなかで追求す るとしても、それはいかにし

て可能なのか。 「自然を規範の基準とし、そこにおける人間の位置から意味と価値 とを引き出

し、善の内容を考えていく」 とは、具体的にどうい うことなのか。藤原にあっては、規範の基

準としての自然は生命系のみならず非生命系をも含みもっている(1991:161-168)が 、 この自

然の把握は、ヘーゲルさらにはア リス トテレスにまで遡る 「有機体論」的自然観に立つことに

よってはじめて成 り立つ認識なのであろうか。彼は、そのように考えたいようだ。筆者はこの

点、反対である。なぜなら、 「有機体論」では現象をその構成要素の 「目的」で理解 してしま

い冷徹で明晰な認識ができないからである。規範の基準となる自然であるならば、これは文学

的思弁的理解ではなく科学的理知的認識にもとつ くものでなければな らないはずである10)。

「有機体論」的理解はいわゆる心情倫理にはつながっても、責任倫理にはつながりにくい。責

任倫理に耐えるのは、やは り科学的認識であろう。 「有機体論」 というよりむしろ 「機械論」

による徹底的な自然認識こそが、規範の基準 として援用され うると思われるのであるu)0

明晰に認識された自然との関係のなかで、生の新たな意味賦与が求められ るわけだが、ここ

に他者が存在 しないわけにはゆかない。環境倫理学が唱えられるとき、ややもすると自然にた

いする人間の責任が情緒的に強調され、他者にたいする責任が一 従来の倫理学の延長にす ぎ

ず、新味に欠けるという危惧があるせいか一 あまり語られない傾 きがあるように見える。筆

者は、環境倫理学に しろ環境社会学にしろ、環境をめ ぐる人間と人間との関係の学であるぺ き

だと思 っている12)。言い換 えれば、生の新たな意味構築に他者の存在が関係 しないはずがない

のである。 この他者をたんに環境破壊をめぐる責任の対象として考えるのではなく、まさにか

の 「隣人」として、すなわち、普遍的な人類の具体的存在 としての 「隣人」 として復活させる

ことができるかどうかが、生の新たな意味賦与の可否となると思われる。このときの 「隣人」

は、かっては神に媒介されていたのにたいし、いわば自然に媒介されている。 この場合の自然

は、すぐ上で記 した明晰に認識されたか ぎりでの自然である。それゆえ、かっての 「隣人」・が

神学的形而上学の観念であったのにたい し、この 「隣人」は科学的倫理学の観念である。この

「隣人」という観念が、はた して可能なのか、これが問題である。けれども、プロテスタソティ

ズムという歴史の記憶をいくらかでも持つであろう先進 ヨーロッパでは、神を媒介とするので
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はな く自然を媒介とするとい う違いはあれ、 「隣人」概念を再生させ ることができるのではな

いか、と筆者は予期する。この 「隣人」概念の復活 と相即 して生の新たな意味構築がなされ、

これが規範の基準として、自然への働きかけの場で、機能するのではないかと思 うわけだ。

こうした明晰さに徹底 した自然認識、そしてこれにもとつ く 「隣人」 と生の新たな意味の再

生によってこそ、環境破壊は克服されるのだと思われる。少なくとも、社会的ジレソマとして

の環境問題といわれる(船 橋、1989)と きのジレソマ、これをの りこえるひとつの手立てには

なりうる。

しかし、この論理が通用するのは言 うまでもなく、先進 ヨーロッパのみである。

後発 ヨー ロッパや極東には通用 しない。環境破壊は近代西洋文明の所産 とし、西洋の文脈のみ

で考えられた克服の論理で、すべて片づ くと思 うのは間違いであろう。

後発 ヨーロッパにおける認識論ないし意味論上の特質は、未熟な 「機械論」 と 「人間特例主

義」、そ して世俗内欲求指向だった。環境破壊克服の方途 としてまず形式的に考えられるのは、

「機械論」から 「有機体論」ぺの転回、 「人間特例主義」炉ら 「自然内存在論」への転位、世

俗内欲求指向から世俗内禁欲への転向である。けれども、 これ らは妥当であろうか。私見によ

れば、これ らは現実的にほとんど不可能であるばかりでなく、迷妄です らある。世俗内禁欲は

絶対的な超越存在への絶対的帰依がなければならないが、神を殺 してきたこれまでの歴史から

して(ユ ーラシアでの最近の一時的復活はあれ)、 それを追求することはほとんど錯誤にちか

い。 「自然内存在論」にして も、人間が生態系の一員であり、生態学的法則を逃れられないと

いう事実 これ自体の認識は人間の理性のたまものであることを省 りみれば、 「自然内存在論」

自体、 自己否定されるはずの ものである。人間は 「特例」であるからこそ、noblesseoblige

ならぬ理性の実現を期すぺ きなのだ。 「有機体論」は先に述べたように、明晰な自然認識につ

ながらないo

したがうて、後発のヨーロッパでも、やはり未熟な 「機械論」 と 「人間特例主義」をヨリー

層成熟 させ、 ヨリ広 く定着 させる必要があるといえよう。 これにはかなり長い時間がかかると

思われる。問題は、世俗的に便利、快適、快楽をもとめる欲望をどう扱 うか、である。ひとつ

には、先の宗教的含意のない 「隣人」概念の導入が考えられる。明晰な自然認識を媒介とした、

普遍化 された人類への責任を自覚 した倫理的観念 としての 「隣人」である。 この概念が定着す

る可能性は見逃せないであろう。 しかし、 これにも時間がかかりそうだ。 したがって、その間

それを補完す るための方策が必要 となる。 「隣人」がいわば内発的な規範の源泉であるとすれ

ば、この方策は外から課 され る規範 となる。 しかし、規範 といってもあからさまな制裁だけで

はな く、むしろ環境負荷的な快楽追求ないし怠慢が経済的な負担を被ることになるというよう

な社会 システムとして設定 されるべきであろう。内発的な倫理の確立 までの間、外からの、あ

る意味では強制的な規範化が暫定的に必要なのである。

さて、極東地域、とくにわが国における環境破壊克服の途はどこにあるのか。それが、伝統

的といわれるアニミズム的自然観の再生ではありえないことは、前節で述べた。やはり、 「機

械論」と 「人間特例主義」の徹底化、日本の文化の古層にとって代わるほどの徹底化が必要で

ある。 これはそもそも不可能だ、と思 う向きも多いかもしれない。それほどそれが困難だとい

うことは、た しかだ。 しかし、どれほどの時間がかかろうとも、これが必要だということも、

た しかである。また、ヨリ便利、ヨリ快適、ヨリ安楽な生活を希求する欲求指向の統御にかん

しても、 「隣人」の倫理を酒養す るとともに、外的強制を作動 させる制度化が必要である。内

的な倫理原則で自律する能力をもっていない日本人にあうては、この能力を身につけるまで、

外的強制で統御せざるをえないのである。
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VIお わ りに

東西の冷戦構造の解消によって、人類の危機要因のひとつであった核戦争 がひとまず遠のい

たために、いまや環境問題 こそが人口増大とからみながら最大の危機要因になったといわれる。

これは多分、正しい。 この現状認識をうげて多 くの言説がなされ、いまや汗牛充棟の観がある。

本稿は、屋上屋を架すことを慨れ、比較的議論の少ないと思われるテーマを採 り上げた。それ

は、環境破壊の現出を捉えその克服を考察するさいのもっとも抽象的なレペルの認識様式のあ

りかたにかんするものである。

この認識様式は、おもに自然観、人間観、社会観にパラフレイズできるが、これまでの議論

の大勢は、環境破壊は西洋近代の認識様式の所産であり、この認識様式の革命こそが環境破壊

を克服することができる、というものだった。すなわち、西洋近代流の 「機械論」から 「有機

体論」へ、 「人間特例主義」から 「自然内存在論」へ、という認識論的革命が要請 されている

とい うわけだ。また、 この来るぺき自然観、人間観が伝統的な日本のそれと一見似ているため、

日本人こそがその変革の魁となれるという見解 もある。

これにたい し、本稿は、現象 として同じにみえる環境破壊でも、その出現の認識様式上の違

いから、おもに四つのタイプを区別 し、 したがってまた、その克服の手立てもそれぞれ別様に

考察すべきことを主張 した。つまり、その四つのタイプとは、 〈先進 ヨーロッパ型〉、 〈後発

ヨーロッパ型〉、 〈極東型〉、 〈低開発地域型〉の環境破壊である。これらのタイプにしたがっ

て、とくに前三者にかんしてその克服の途が異なることを指摘 した。すなわち、環境破壊の機

制の違いを無視 して、西洋流の自然観と人間観を変えれば事が済むという議論を斥け、まして

や、伝統日本のアニ ミズム文化が新 しい文明のパラダイムを先導するというような見解 を採 る

ことはできないとしたわけである。

とはいえ、本稿が十全な議論を展開で きているわけではない。たんなる予備的なスケ ッチに

すぎない。緻密な考察を今後の課題 としたい。
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注

1)山 崎 正和 によれば、 日本人は硬い 自我 を もった個 人主義 を卒業 して 、 「柔 らかい個人主義」にいたっ

ているといわれ る(1984)。 彼の洞察はお もに近 年の 日本人の感性的消費行動 に注 目 しての もので興 味

深い所 があるが、流行 に右へ ならえ式 の集 団主義 的現象 あるいは一定 の枠内で の自己表現 には、あ まり

目を向けていないとい う欠 がある。

2)西 洋 文化 の二大要索 のひとつとされ るギ リシャ思想 において も自然支配の観念が あ り、それが連綿 と

つづいてい る点 については、 ホル クハイマー ・ア ドルノが示 している(1947=1990)。

3)こ の近代化は富永健一(1990)の 「第一局面」の ものだが、 これ には宗教改革の みならず中世 に遡 る

ルネサY.ス も大 きく影響 を与 えてい ることは言 うまで もない。

4)旧 ソ連や東欧諸 国での環境破壊のひ どさが、共産 党政 権崩壊後、 いっきに明らかになった。 この地域

の環境 破壊は別 の タイブと して扱 うべ きか も知れないが、 ここでば政 治体制上の要 因を脇 に置いてい る

ので、中央、南 ヨー ロッパとともに一括 した。 もちろん、.そうした政 治、経済体制 の相違 をも重視す る

分析が重要な○ことは言 うまで もない。

5)こ の放蕩志向は 日本の場合、人間の欲望を 自然な もの とみな し、それ を抑圧せず にそのまま充足 させ

るのが 自然だ とい う 「欲望 自然主義」(神 島、1961)と も言 える。

6)R.ベ ラー によると、徳川期 の石門心学が多 くの商 人に も浸透 していて 、西洋で のプ ロテスタソティ

ズムに対応す るような機 能をはた した といわれ る。 ここで詳論 する余裕 はないが、 その機能 はた しかに

あった が、たいへん限 られた もので しかなか った と筆者は思 う。 また、中国におけ る儒教 の経済 への促

進的関係 が最近、見直 されてい る(余 英時 『中国近 世の宗教倫理 と商人精神』)が 、筆者 は未検討であ

る。

7)便 利 とい うだけの理 由で技術 を移入す るとき、その技術の原理 的理解 を欠落 させ 、 したがって、その

技術の負 の側面 には 目を向け ることさえな くなる。

8)「 低開発」 とい うのは差別 的表現 だとす る向きもあるが、 ここではその意 はない。

9)藤 原 毘よれば、ヘーゲル 自身は 「人閲特例主義」 を脱 しきれていない。

10)こ こで い う 「科学的」 とは、 きわめて高 い共同主 観性が成 り立 ってい るとい う意 であ る。

11)「 機械論」 によって、生態学 、 ヨリ広 くi生 物学的認識が可能なのか、とい う疑 問があ るかも知れな

い。 しか し、.生命現象で さえ、.徹底的 な 「機械論」で こそ、 ヨ リ明晰 に解 明で きるのではないか、 と筆

者 は思 う。

12)人 間 と人閲 とのあいだで も、現在 の人間 と未来の人間 との責任関係 を中心 にすえて、環境倫理学 を構

想 す.る加藤 尚武 の試みは、注 目にあたいす る(1991)。
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Summary

Thispaperdiscussestheepistemologicalaspectofenvironmentalproblemswhichhavebeen

recentlyacknowlegedtobemostimportantto-beovercomeforthesurvivalofthemankind.

Oneofthepopularproposalsfortheresolutionpointsoutthemainfactorofenvironmentalde--

molitionisthemodernEuropeanbasicviewsofnatureandhumanwhichhaveconstructed

theindustrialtechnology,andsuggeststheneedoftheiralterationinthewaytoorganismic

viewofnatureandviewofhumanasexistence-in-mature.

Howeverthiskindofopinion,overlookingtheothercognitionalandmentalfactorsandthe

variantformsofthedemolition,istoonaive.Thispaper.instead,considersthefourtypes

ofthedemolitionandtheprospectsforeachoftheirresolutions.


